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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
構 造 物 に 取 り 付 け ら れ る 構 造 物 取 付 器 具 と 、 構 造 物 に 布 設 さ れ る 垂 直 バ ス ダ ク ト に 取 り 付
け ら れ る バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と で 垂 直 バ ス ダ ク ト を 支 持 す る バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 で あ っ て
、 バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 構 造 物 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 取 付 部 、 若 し く は 構
造 物 取 付 器 具 を 構 造 物 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 取 付 部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る バ ス
ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
構 造 物 に 取 り 付 け ら れ る 構 造 物 取 付 器 具 と 、 構 造 物 に 布 設 さ れ る 垂 直 バ ス ダ ク ト に 取 り 付
け ら れ る 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と 、 構 造 物 取 付 器 具 と 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と に
取 り 付 け ら れ る 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と で 垂 直 バ ス ダ ク ト を 支 持 す る バ ス ダ ク ト 支 持
装 置 で あ っ て 、 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に
取 り 付 け る 取 付 部 、 若 し く は 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 構 造 物 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能
に 取 り 付 け る 取 付 部 、 若 し く は 構 造 物 取 付 器 具 を 構 造 物 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 取 付
部 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 第 １
の 取 付 部 と 、 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 構 造 物 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 第
２ の 取 付 部 と を 備 え 、 第 １ の 取 付 部 と 第 ２ の 取 付 部 の 水 平 偏 移 す る 方 向 が 異 な る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 取 付 部 が 、 長 孔 に 連 結 部 材 を 挿 通 さ れ 、 該 連 結 部 材 の 長 孔 内 の 移 動 で 水 平 偏 移 可 能 と
す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ 又 は ３ 記 載 の バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 構 造 物 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 取 付 部 が 、 構 造 物
取 付 器 具 に 略 後 部 が 軸 支 さ れ る 梃 子 と 、 垂 直 バ ス ダ ク ト を 挟 持 す る 挟 持 部 材 と 、 挟 持 部 材
で 構 成 さ れ る 長 孔 と 梃 子 の 略 前 部 に 設 け ら れ て い る 挿 通 孔 に 挿 通 さ れ る 連 結 部 材 と で 構 成
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ 又 は ４ 記 載 の バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
構 造 物 に 取 り 付 け ら れ る 構 造 物 取 付 器 具 と 、 構 造 物 に 布 設 さ れ る 垂 直 バ ス ダ ク ト に 取 り 付



け ら れ る 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と 、 構 造 物 取 付 器 具 と 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と に
取 り 付 け ら れ る 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と で 垂 直 バ ス ダ ク ト を 支 持 す る バ ス ダ ク ト 支 持
装 置 で あ っ て 、 第 １ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 に 水 平 偏 移 可 能 に
取 り 付 け る 第 １ の 取 付 部 と 、 第 ２ の バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 構 造 物 取 付 器 具 に 該 第 １ の 取 付
部 と 異 な る 方 向 へ 水 平 偏 移 可 能 に 取 り 付 け る 第 ２ の 取 付 部 と を 備 え 、 該 第 １ の 取 付 部 と 第
２ の 取 付 部 が 、 そ れ ぞ れ 長 孔 に 連 結 部 材 を 挿 入 さ れ 、 該 連 結 部 材 の 長 孔 内 の 移 動 で 水 平 偏
移 可 能 と す る も の で あ る こ と を 特 徴 と す る バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
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構 造 物 に 取 り 付 け ら れ る 構 造 物 取 付 器 具 と 、 構 造 物 に 布 設 さ れ る 垂 直 バ ス ダ ク ト に 取 り 付
け ら れ る バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 と で 垂 直 バ ス ダ ク ト を 支 持 す る バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 で あ っ て
、 バ ス ダ ク ト 取 付 器 具 を 、 締 着 具 の 締 め 付 け で 垂 直 バ ス ダ ク ト を 取 付 具 に よ り 挟 持 し 、 該
垂 直 バ ス ダ ク ト に 対 す る 該 締 着 具 の 締 め 付 け 位 置 を 保 持 具 で 保 持 す る 構 成 と す る こ と を 特
徴 と す る バ ス ダ ク ト 支 持 装 置 。
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